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船舶事故調査報告書 

 

                              令和２年３月１８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

                  

事故種類 衝突 

発生日時 令和元年８月８日 ０３時３３分ごろ 

発生場所 和歌山県美浜
み は ま

町日ノ御埼西北西方沖 

紀伊日ノ御埼灯台から真方位２８７°３.９海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３３°５４.１′ 東経１３４°５９.１′） 

事故の概要  コンテナ船 M O L
エムオーエル

 EXPLORER
エクスプローラー

は、北北西進中、また、貨物船第三

共和
きょうわ

丸は、北西進中、両船が衝突した。 

 MOL EXPLORER は、右舷船尾部に破口等を生じ、また、第三共和丸

は、左舷船首部に凹損等を生じた。 

事故調査の経過  令和元年８月８日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ コンテナ船 MOL EXPLORER（パナマ共和国籍） ５４,０９８トン 

  （４,８０３ＴＥＵ） 

      ９３３３８２６（ＩＭＯ番号）、KILIMANJARO CONTAINER 

CARRIERS S.A. （船舶所有者）、MOL SHIP 

MANAGEMENT(SINGAPORE)PTE.LTD.（船舶管理会社） 

    ２９４.１２ｍ×３２.２０ｍ×２２.１０ｍ、鋼 

    ディーゼル機関、５１,３９０kＷ、２００７年４月２０日 

Ｂ 貨物船 第三共和丸、４９８トン 

   １４３４５０、有限会社仲矢海運 

   ６９.００ｍ×１２.００ｍ×４.１３ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成３０年１１月６日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（フィリピン共和国籍） 男性 ５５歳 

   締約国資格受有者承認証 船長（パナマ共和国発給） 

交付年月日 ２０１６年１月２６日 

           （２０２０年１月２７日まで有効） 

航海士Ａ（フィリピン共和国籍） 男性 ３９歳 

   締約国資格受有者承認証 一等航海士（パナマ共和国発給） 

交付年月日 ２０１７年５月１１日 

           （２０２０年９月２２日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６３歳 
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四級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 昭和５４年６月８日 

    免 状 交 付 年 月 日 令和元年５月１０日 

    免状有効期間満了日 令和６年５月１３日  

 航海士Ｂ 男性 ７１歳 

四級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成８年８月１２日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２８年１月４日 

    免状有効期間満了日 令和３年１月３日  

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷船尾部に破口を伴う凹損等 

Ｂ 左舷船首部に凹損等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約１.０ｍ 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか２３人（全員フィリピン共和国

籍）が乗り組み、コンテナ１,５７２個を積載し、令和元年８月７日

０４時２０分ごろ阪神港神戸区に向けて京浜港東京区の岸壁を離岸し

た。 

Ａ船は、８日０２時００分ごろ、航海士Ａが操船及び見張りを、甲

板手１人が操舵スタンドの後方に立って手動操舵を行い、紀伊水道南

方を友ケ島水道に向けて航行していた。 

航海士Ａは、０２時４５分ごろレーダー画面で右舷船首方約４Ｍに

同航するＢ船の映像を認め、Ｂ船がＡ船より速力が約１ノット（kn）

遅いことを知った。 

航海士Ａは、０３時０５分ごろ、左舷方を航行していた同航船が針

路を右に変更したことを認め、友ケ島水道に向け、Ｂ船に接近しない

よう徐々に針路を右に変更することとした。 

航海士Ａは、０３時２０分ごろ、Ｂ船との距離が近くなったが、

‘左舷船首方から接近する２隻の反航船’（以下「反航船２隻」とい

う。）が接近する状況であったので、針路を左に変更することができ

ず、０３時２３分ごろ本船がＢ船を追い越す状況になれば、Ｂ船が針

路を右に変更してくれると思い、主機の回転数を増速し、針路を右に

変更した状態で航行を続けた。 

航海士Ａは、Ｂ船に対し、針路を右に変更してＡ船を避航してもら

おうと国際ＶＨＦ無線電話（以下「ＶＨＦ」という。）で呼び出し、

昼間信号灯を照射したが、いずれもＢ船からの反応はなかった。 

航海士Ａは、０３時２５分ごろ、接近するＢ船と衝突するおそれを

感じ、針路を左に変更したが、反航船２隻と距離が近くなるので大き

く針路を左に変更することができず、Ｂ船の避航動作を期待してＢ船

に向かって昼間信号灯を照射し続けたが、０３時３３分ごろＡ船の右
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舷船尾部とＢ船の左舷船首部とが衝突した。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ Ａ船のレーダー映像 

 （Ａ船の航海情報記録装置（ＶＤＲ）に記録されていたもの） 

 

Ｂ船は、船長Ｂ及び航海士Ｂほか３人が乗り込み、菜種
な た ね

粕
かす

約１,２

００ｔを積載し、８月７日１２時４０分ごろ、鹿児島県鹿児島市鹿児

島港に向けて愛知県名古屋港の岸壁を離岸した。 

航海士Ｂは、８日０３時１５分ごろ昇橋し、前直の航海士から引継

ぎを受けて単独での船橋当直につき、紀伊水道南方を鳴門海峡に向け

て航行していた。 

航海士Ｂは、０３時２０分ごろ、目視で左舷船尾方にＡ船を認め、

レーダーでＡＩＳ情報を確認し、Ａ船がＢ船より速力が約２kn速く、

このままＢ船の左舷側約１.５Ｍの距離で追い越していくと思い、同

じ針路及び速力で航行した。 

航海士Ｂは、０３時２６分ごろ、左舷やや後方付近を航行するＡ船

が、針路を右に変更していることを認めたが、Ｂ船が針路を少し右に

変更すれば、危険な関係になることはないと思い、手動操舵に切り替

えて針路をやや右に変更した。 

航海士Ｂは、一旦、自動操舵に切り替え、レーダー等でＡ船の動静

を確認していたところ、Ａ船が更に針路を右に変えてＢ船の針路上に

被さるような状態になったことを認め、慌てて手動操舵に戻し、左舵

を取ったものの、０３時３３分ごろＢ船の左舷船首部とＡ船の右舷船

尾部とが衝突した。 

（付図１ 航行経路図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋）、付表２

Ｂ船のＡＩＳ記録（抜粋）、写真１ Ａ船、写真２ Ｂ船 参照） 

 その他の事項  航海士Ａは、以前、東京湾等で内航船と英語でのＶＨＦ通信ができ

たので、Ｂ船とも英語での意思疎通は可能と思っていた。 

 船長Ｂは、ＶＨＦを聴取していたが、Ａ船からの呼び掛けに気付か

なかった。  

０３時２０分ごろ 

Ａ船 

Ｂ船 

反航船２隻 

０３時２５分ごろ 

Ａ船 

Ｂ船 

反航船２隻 

同航船 
同航船 
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 航海士Ｂは、Ａ船船橋からの発光信号を認めたが、既にＡ船がＢ船

に並んだ状態であったので、転舵時の船体運動により被害が大きくな

ることを恐れ、右舵を取ることができなかった。   

 海上保安庁刊行の瀬戸内海水路誌（平成３０年３月発行）によれ

ば、紀伊水道周辺について、次のとおり記載されている。 

 鳴門海峡～日ノ御埼を航行する船舶、友ケ島水道から南下してくる

船舶（中略）で複雑な見合い関係が生じる。また、この海域では、鳴

門海峡から日ノ御埼沖に向かう多数の小型船に出会うことがある。

（以下、略） 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、紀伊水道南方を北北西進中、航海士Ａが、左舷船首方から

反航船２隻が接近し、針路を左に変更することが困難な状況下、右舷

方から接近するＢ船に先行する状況になれば、Ｂ船が針路を右に変更

してくれると思い、増速しながら針路を右に変更し続けたことから、

更にＢ船と接近することとなり、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、紀伊水道南方を北西進中、航海士Ｂが、接近するＡ船を避

けようと針路をやや右に変更しており、危険な関係になることはない

と思い、同じ針路及び速力で航行したことから、針路を右に変更して

いるＡ船と接近することとなり、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

 航海士Ｂは、Ａ船がＢ船より速力が速く、先行される状態であった

ことから、Ｂ船が大幅な針路変更等を行わなくても、Ａ船と危険な関

係になることはないと思ったものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、紀伊水道南方において、Ａ船が北北西進中、Ｂ船

が北西進中、航海士Ａが、反航船２隻が接近し、針路を左に変更する

ことが困難な状況下、右舷方から接近するＢ船に先行する状況になれ

ば、Ｂ船が針路を右に変更してくれると思い、増速しながら針路を右

に変更し続け、また、航海士Ｂが、接近するＡ船を避けようと針路を

やや右に変更しており、危険な関係になることはないと思い、同じ針

路及び速力で航行したため、両船が接近することとなり、両船が衝突

したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えら

れる。 

・船舶交通が収れんする海域等、複数の船舶が接近する状況下で

は、早めに大幅な針路変更や減速するなどして衝突を避けるため

の措置を採ること。 

・衝突を避けるための措置を採った後も、他船が十分に遠ざかるま

で継続的に動静監視を行い、その措置の効果を確かめること。 
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付図１ 航行経路図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

紀伊日ノ御埼灯台 
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事故発生場所 
（令和元年８月８日 
０３時３３分ごろ発生） 

事故発生場所 
（令和元年８月８日 
０３時３３分ごろ発生） 友ケ島水道 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

時 刻 

（時：分：秒） 

船 位※ 
対地針路※ 

（°） 

船首方位※ 

（°） 

対地速力 

（kn） 
北 緯 東 経 

 （°-′-″） （°-′-″） 

03:11:32 33-48-54.0 135-00-40.7 338.0 338 13.6 

03:15:19 33-49-52.0 135-00-15.2 341.0 340 13.8 

03:17:21 33-50-27.0 135-00-01.2 342.0 343 13.8 

03:20:38 33-51-16.4 134-59-43.0 342.0 344 13.9 

03:20:39 33-51-16.4 134-59-43.0 342.0 344 13.9 

03:21:26 33-51-21.8 134-59-41.1 344.0 344 13.9 

03:23:25 33-51-43.4 134-59-34.5 346.0 346 14.0 

03:25:23 33-52-12.6 134-59-27.1 351.0 353 14.3 

03:26:20 33-52-35.7 134-59-23.7 353.9 354 14.6 

03:26:21 33-52-35.7 134-59-23.7 353.9 354 14.6 

03:27:21 33-52-44.2 134-59-22.6 354.0 353 14.7 

03:29:24 33-53-10.7 134-59-18.2 351.0 352 14.7 

03:31:25 33-53-38.5 134-59-13.3 348.0 348 14.5 

03:33:20 33-54-11.1 134-59-05.2 345.0 344 14.4 

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、対地針路及び船首方位 

は真方位である。 

 

付表２ Ｂ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

時 刻 

（時：分：秒） 

船 位※ 
対地針路※ 

（°） 

船首方位※ 

（°） 

対地速力 

（kn） 
北 緯 東 経 

 （°-′-″） （°-′-″） 

03:12:12 33-50-47.6 135-02-22.1 316.8 314 12.6 

03:15:18 33-51-12.7 135-01-52.6 315.0 317 12.3 

03:17:20 33-51-30.1 135-01-32.9 320.0 315 12.5 

03:19:23 33-51-49.3 135-01-11.6 314.0 317 12.5 

03:21:23 33-52-06.8 135-00-52.1 318.0 316 11.9 

03:22:38 33-51-37.9 135-01-24.2 323.0 323 12.7 

03:26:43 33-53-00.5 134-59-59.5 324.0 320 12.4 

03:27:20 33-53-00.5 134-59-59.5 324.0 320 12.4 

03:29:22 33-53-22.7 134-59-38.1 321.0 322 11.8 

03:31:23 33-53-38.9 134-59-22.7 324.0 325 12.6 

03:33:18 33-54-02.3 134-59-08.3 329.0 317 9.3 

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、船首方位及び対地針路

は真方位である。 
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写真１ Ａ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船 

左舷船首部の凹損等 

写真提供 Ｂ船 

写真提供 Ｂ船 

写真提供 Ｂ船 

写真提供 Ａ船 

右舷船尾部の凹損等 

写真提供 Ａ船 


